
別記 第１号様式 

物 件 調 書 

物 件 番 号 ７ 
 

権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県銚子市春日町７５１番３、同番１２ 地 目 保安林、宅地 

住 居 表 示 千葉県銚子市春日町７５１番地３ 形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積） ２７４２．５４㎡ （登記地積） ２７４１．９６㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 

北西側で幅員約７．０ｍの舗装市道に接面している。南西側で幅員約３．６mの法

定外道路（未舗装）に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 非線引都市計画区域内 用 途 地 域 指定なし 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 
建築基準法 22 条区域、道路斜線、隣地斜線、建築物の高さ制限１
０ｍ以下、日影制限（三）、国定公園第二種特別地域 

所有権を制限する権利設定 なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 

整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 
東京電力エナジーパートナー㈱ 

カスタマーセンター千葉（千葉第一） 
0120-99-5551 

上 水 道 無 銚子市水道料金センター 0479-30-3131 

下 水 道 無   

ガ ス 無 プロパンガス  

交 通 機 関 

（現地まで） 

鉄 道 
ＪＲ総武本線 銚子駅の南西方 約２．４ｋｍ 徒歩 約３０分 

（千葉交通バス三崎停留所から徒歩約１８分） 

バ ス 千葉交通 三崎停留所 の南東方 約１．４ｋｍ 徒歩 約１８分 

公 共 施 設 

（現地から） 

市 役 所 銚子市役所   北東方 約２．６ｋｍ 

小 学 校 市立春日小学校   北方  約１．２ｋｍ 

中 学 校 市立銚子中学校   北方  約２．３ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 

・不動産登記簿に記載されている地目と地積は７５１番３が保安林で８４７㎡（実測面積８４７．５

８㎡）、７５１番１２が宅地で１８９４.９６㎡（実測面積１８９４.９６㎡）である。 
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・本地の北西側は、前面道路より最大約０．７ｍ高くなっており、北東側は隣接地より最大約０．７

ｍ、南東側は隣接地より最大約０．９ｍ低くなっており、南西側は隣接地より最大約０．９ｍ低く

なっている部分と最大約０．８ｍ高くなっている部分がある。 

・本地は、南側は保安林、北側は宅地であり、宅地部分は西側から東側に向かって、約０．８ｍ高く

なっている。保安林部分は、宅地部分より最大約１．４ｍ高くなっている。 

・本地内の北東側、南東側及び南西側の外周の一部が法面となっている。 

・本地内の北西側では前面道路沿いに、高さ約１．２ｍの番線柵を設置している。 

・本地内の北東側では樹木の枝の一部が隣接地（７５０番１）へ越境している。 

・本地の北東側及び南東側では、隣接地（７５１番５及び７５０番１）の樹木の枝葉の一部が本地内

に越境している。 

・本地内の北西側には東京電力㈱所有の電柱１本、支線柱１本、支線３本が設置されており、その内

の支線柱１本と支線２本は道路対向地へ引込むために設置されている。 

・本地内の北側の一部は幅員約４．０ｍ、総延長約３８．０ｍの舗装私道（位置指定道路）であり、

前面道路（７５１番１４）の一部に位置指定道路が含まれている。 

・本地内保安林部分には、樹木が約５０本ある。 

・建築当時の設計図書によると自転車置場、操作盤室、プロパン庫、浄化槽、受水槽（地上及び地下）

ポンプ室が設置されているが、令和３年度に撤去した。 

・本地（７５１番１２）の既存建物の周囲はアスファルト舗装、コンクリート敷となっている。 

・本地内には、集水桝、汚水桝、側溝等の工作物を設置している。 

・本地は、指定建ぺい率６０％。指定容積率２００％の地域に位置するが、国定公園第二種特別地域

に位置するため、建ペい率５０％、容積率１００％の適用を受け、自然公園法施行規則により、総

建築面積の敷地面積に対する割合２０％以下、総延べ面積の敷地面積に対する割合４０％以下の

適用を受ける。 

・本地内の建物は、延床面積及び高さがそれぞれ容積率（40％以下）、高さ制限（10ｍかつ２階建て

以下）を超過した既存不適格建築物である。 

・本地は、国定公園第二種特別地域に位置するため、一定の建物建築、木竹の伐採、土地の形状変更

を行う際は、千葉県知事の許可が必要となる。詳細については、千葉県銚子土木事務所 管理用地

課（ＴＥＬ０４７９－２２－６５０２）へ確認すること。また、一定の建物等建築を行う際は、千

葉県知事への許可申請を行う前に別途千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱

により、知事へ事前に協議しなければならない。詳細については、千葉県環境生活部自然保護課施

設管理班（ＴＥＬ０４３－２２３－２０５９）へ確認すること。 

・本地は、周知の埋蔵文化財包蔵地「佐野原遺跡」の区域内に所在するため、土木工事等の開発事業

を行う場合は、事前に文化財保護法に基づく届出が必要となる。詳細については銚子市教育委員会

社会教育課文化財・ジオパーク室 文化財班（ＴＥＬ０４７９－２１－６６６２）へ確認すること。 

・保安林について、伐採や土地の形質変更行為等は千葉県知事の許可又は届出が必要となる。詳細に

ついては、千葉県北部林業事務所 森林管理課（ＴＥＬ０４７５－８２－３１２１）へ確認するこ

と。 

・保安林の所有者となった場合は、森林法第１０条の７の２の規定により市町村長への届出が必要

となる。詳細については銚子市農産課（ＴＥＬ０４７９－２４－８９３９）へ確認すること。 
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・本地内は、上水道は引き込み済であるが、公共下水道及び都市ガスが未整備である。また、竣工図

の所在が確認できないため、埋設管の配管状況について、現況と異なる可能性がある。 

・前面道路には公共上水道管から引き込むための私設給水管及び側溝へ接続するための私設放流管

が配管されているが、設計図書等が確認できないため、配管状況は不明である。また、所有者は千

葉県教育委員会であるが、その他の者が使用する場合は、所有者変更届を行う必要がある。詳細

は、銚子市水道局管理室（ＴＥＬ：０４７９－２２－８８１０）へ確認すること。 

・上記私設管について、道路占用にかかる届出を行う必要がある。詳細は、銚子市都市整備課土木室

土木管理班（ＴＥＬ：０４７９－２２－３４６６）へ確認すること。 

・なお、私設管の使用に際しては、土地所有者に対する負担等が必要となる場合がある。 

・本地内には、上下水道及びガス管が埋設されているが、設計図書等が確認できないため、配管状況

は不明である。また、令和３年度の浄化槽等工作物の撤去工事に伴い、埋設管の一部も撤去済であ

る。 

・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 

・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 

・本物件は上記及び別記「建物等の概要」のとおり建物、工作物等が設置されているが、本調書記

載の有無に関わらず、すべて現状有姿による引渡しとする。 

・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 

・土地の開発等（建築を含む。）にあたっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及

び地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ確

認すること。 
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